
復学⼿続きについて 

休学者が復学を希望する場合は，指導教員と必ず⾯談を⾏ったうえで，次の⼿続きをしてください。 
 
◆提出書類 
・復学願（指導教員のサイン付き） 
・学⽣の⾝分異動等チェックシート 
・住所票 
・復学意⾒書（休学理由が「病気」の場合のみ必要）（⼤学様式・主治医作成） 
・復学診断書（休学理由が「病気」の場合のみ必要）（保健管理センター作成） 
 
※理由欄は，「休学事由の解消」と記⼊してください。 
 
◆提出期限 

復学を開始しようとする⽇の 1 ヶ⽉前まで 
 

※上記提出期限を過ぎてしまった場合は、教務学⽣係まで連絡をしてください。 
 

◆注意事項 
休学期間満了時に，必ず復学願を提出してください。 
病気が回復して復学する場合は、主治医に⼤学指定の「復学意⾒書」の作成を依頼してください。主治
医の受診後、保健管理センターの保健管理医による診断を受診し、「復学診断書」を受け取って、教務
学⽣係に提出していただく必要があります。保健管理センター：078−803−5245〔事務局棟１階〕の
受診には予約が必要です。 


